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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
に
お
け
る
記
述
内
容
の
変
更
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

一
般
的
に
「
北
方
四
島
の
一
括
返
還
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
日
内
閣

衆
質
一
六
八
第
二
八
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
九
号
）
二
、
三
及
び
六
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

我
が
国
が
北
方
四
島
の
我
が
国
へ
の
帰
属
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
実
際
の
返
還
の
時
期
、
態
様
及
び
条
件
に
つ
い
て
は
柔
軟

に
対
応
す
る
考
え
を
と
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
側
が
千
九
百
九
十
一
年
後
半
以
降
示
し
て
き
た
姿
勢
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
九
号
）
二
、
三
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り

で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
九
号
）
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ

る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
記
述
の
変
更
」
は
外
務
省
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二


